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1. はじめに 
(1) 目的 

Ｊ－クレジットの創出については、現状、民間企業が自主的かつ積極的にプロジェクト

登録とクレジット認証を実施する動きはあるものの、Ｊ－クレジットの今後の需要拡大

の機運が高まっていることから、大幅な供給量拡大が求められているところ。 

他方、Ｊ－クレジットの活用については、現在大きな割合を占める温対法における排出

係数調整の無効化量が非化石証書の価格低下により減少傾向にあることから、カーボ

ン・オフセット等Ｊ－クレジットの活用の幅を広げる方策を検討する必要がある。 

以上を踏まえ、四国管内において、Ｊ－クレジットの創出を促し、クレジット供給量

の増加につなげるとともに、地域活性化のためのＪ－クレジット創出・活用支援を実施

した。 

 

(2) 業務実施の方針 

本事業に係る四国経済産局との情報共有に関しては、連絡担当者窓口を明確にすると

ともに、業務責任者（プロジェクトリーダー）に情報を集約、定期的な報告を行い、情

報共有可能となるよう体制を整備し、四国経済産業局に対して速やかに情報共有を行っ

た。また、J-クレジット制度事務局や経済産業省本省とも情報交換を行うことで制度の

状況を的確に把握した。 

 

(3) 具体的な事業の内容 

本事業では、以下の 1、2、3、4、5の事業を実施した。 

1． 地域企業と連携したプログラム型プロジェクトの登録支援 

2． 森林分野のプロジェクト登録・クレジット認証支援 

3． 地域活性化に向けた活用の在り方の調査及び掘り起こし 

4． 制度説明会の周知、地域ネットワーク会議の開催及び講師対応 

5． J-クレジット制度相談対応 

なお、事業の進捗状況については、上記の報告を表形式にて整理した後、四国経

済産業局エネルギー対策課へ電子メールにて報告することで実施した。 
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2. 地域企業と連携したプログラム型プロジェクトの登録支援 
 業務用・産業用の事業者では、電力を含むエネルギー価格の高騰に伴い、小売電気事業

者から電力を購入するよりも、自ら再生可能エネルギー発電設備を導入、発電した電力を

自家消費する方法が経済的になりつつある（図表 2.1.1）。このような状況を背景に J-ク

レジット制度の対象になりうる自家消費型の太陽光発電設備導入が普及してきていると想

定される。一方、四国内において、J-クレジット制度へ事務手続き、審査費用を負担して

まで実施できる規模のプロジェクトは限定的で、比較的小規模なものとなっており、その

環境価値は、埋没している可能性がある。地域の金融機関は、地元の多くの企業とつなが

りを構築しており、再生可能エネルギー発電設備の導入にあたってもファイナンスを提供

している可能性がある。こうしたことから、金融機関を対象に、プログラム型プロジェク

トを実施する場合のスキーム（図表 2.1.2）を整理し、メリット、デメリットのご説明を

実施しつつ提案を行った。あわせて、提案内容を踏まえた意見交換の中で、より効率的な

設計、計画の在り方を探った。金融機関と自治体と連携の可能性があるのか、あるいは自

治体がプログラム型プロジェクトに取り組む可能性があるのかも併せて探るため、自治体

にも提案を行った。その他、J-クレジット制度の相談の中で、プログラム型の取り組みの

可能性がある事業者等にも、案内を実施した。 

 提案は、四国管内の主要な金融機関 8 件、これまで J-クレジット制度への登録実施のな

い自治体 3件、相談のあった事業者 2 件に実施した。 

提案・相談先のうち、自治体 1 件ではプログラム型のスキームを検討したい意向があっ

た。実施に向けては審査費用負担への対応、規模感を整理する必要があることが明らかに

なっており、引き続き支援が望まれる。 

金融機関のうち、いくつかではプロジェクト検討のご意向が確認された。うち 1 件では、

プログラム型プロジェクトを想定した構想を検討しているが、制度理解、構想の実現可能

性を含めて、引き続きの検討、支援が必要な状況であった。なお、金融機関の提案先のう

ち 4 件では、活用の観点で地域コーディネーター制度に関する意見交換も行った。 
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図表 2.1.1 電気価格の状況 

 

 
 

 

図表 2.1.2 金融機関との意見交換を踏まえた最終的なスキーム図 
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(2)  活用先の調査結果 

四国管内の自治体 6 件、ガス会社 1 件、金融機関 5 件、また四国外の民間企業 2 件に J-

クレジット活用可能性について提案を行った。提案の際には、特に自治体や金融機関に対

しては、J-クレジットの地元活用を促進するための制度案のスキーム（図表 4.2）を提示

し、実施可能性を探った。 

 

このうち金融機関 1 件のプロジェクトが、当該年度 3 月のイベントにおいて、新規での

カーボン・オフセットの実施に至った。地域コーディネーター制度を想定した検討が進ん

だ金融機関 1 件においては、今年度中に自治体 2 件とのマッチングが実現し、今後の継続

的なクレジットの活用スキームの実現に向けて、進め方の調整が開始したところである。

当該自治体 2 件では来年度も継続してイベントやふるさと納税返礼品でのカーボン・オフ

セットを実施していく意向があり、さらなる拡大を目的として金融機関との連携を図る予

定である。 

また、継続案件ではあるが、自治体 1 件では、来年度以降の自治体主催のイベントでの

カーボン・オフセットを計画しており、昨今掲載が漏れていた J-クレジット制度事務局 HP

の「クレジット活用事例一覧」への掲載も検討している。また、ガス事業者 1 件において

はニーズの高まりに応じ、来年度以降 J-クレジットを活用した製品の提供を拡大していく

意向である。 

 

その他、提案、調査の中で明らかになったことは以下のとおり。 

自治体への提案では、クレジット購入が公費となることから、環境担当の部署所管のイ

ベント以外では予算の確保が一層難しいなど、年度内の活用には繋がらなかった。自治体

主催の大型イベントでは、動員数も多く、それなりの排出量が見込まれるが、こうした活

用先が埋もれていると見られる。 

小売電気事業者、ガス事業者及び、民間企業や金融機関への提案では、昨今の J-クレジ

ット制度や環境貢献活動への関心の高まりから、クレジットの活用への関心、活用した製

品のニーズが高まっている。単発のカーボン・オフセットではなく、J-クレジット創出か

ら関わることや連携などを通して、将来も見据えて一定の規模感、ペースでの活用を求め

るコメントがいくつかあった。 

また、イベントでカーボン・オフセットを実施する効果を高めるためにも、J-クレジッ

ト制度事務局 HPの「クレジット活用事例一覧」に掲載することも有用と考えられるが、掲

載手続きが簡易であるにもかかわらず、掲載可能であることがあまり知られていない、あ

るいは失念されている実態が明らかになった。 
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図表 4.2 意見交換を踏まえて整理したスキーム図 
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15：40～15：55 

 

 

15：55～16：15 

 

 

 

16：15～17：15 

森林経営管理制度への PFS/SIB スキーム導入の可能性について 

【日本政策投資銀行】 

 

林業・林政 DX～J-クレジット発行のデジタルプラットフォーム

構築支援 

【（株）THEMIX Green】 

 

登壇者との意見交換 
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6. J-クレジット制度相談窓口の設置 
1～5 の取組と合わせて、J-クレジット制度相談窓口の設置を行い、電話、メールによる

相談対応を実施した。相談内容及び対応状況は、問合せ方法、問合日、会社名、担当者、

連絡先、相談内容などをすべて相談対応表に整理し、隔週金曜日（金曜日が祝祭日の場合

は、その前日）に四国経済産業局担当者へ報告することで、情報共有を行った。 

相談対応は計 51 件実施した。 

 

相談事項としては主に以下のようなものがあった。 

・ 制度そのものについて 

・ 想定している削減活動が方法論に合致するか 

・ 想定しているスキームが実現可能か 

・ 審査費用支援などを踏まえたスケジュールについて 

・ GX リーグ、炭素賦課金の動向について 

・ 制度に対する懸念（二重計上、権利の行使時期）への説明ついて 

 

 

7. まとめ 
 2023 年度、一部の参画企業では GX リーグの活動が試行的に始まり、将来的な企業間の

排出量取引への J-クレジット活用に向けた構想が一歩具体化しつつある。10月には東京証

券取引所において、J-クレジットを取引可能なカーボン・クレジット市場が開設された。

このような中で、J-クレジットへの関心が多方面で高まった。 

事業者や自治体、金融機関からも、この状況を踏まえ、クレジットの創出・活用への関

心は高まり、その中でもプログラム型プロジェクトなど、一定の規模感のある取組への関

心も高まった一方、実際の取組に向けてまずは制度理解、申請手順の理解にとどまったケ

ースも多い。プロジェクト創出の他、自治体と企業の連携による活用にも注目が高まって

いるが、いずれにせよ売り先、活用先をどこまで確約できるか、プロジェクトを運営する

上で取引価格設定をどのようにしていくべきかの 2 点が大きな調整事項となっていくこと

が見込まれ、初手として個別事情等に応じた理解促進や具体的なスキームづくりへの助言

が必要となっている。 

 

今年度、力を入れて支援を実施した森林プロジェクトでは、排出量の削減を進める大企

業等において、どうしても自らの組織努力では削減できない部分が明らかになりつつある

中、これらの排出量のオフセットに活用可能な、吸収系のクレジットとして森林クレジッ

トへの関心が高まっている。また、自治体や団体においても、森林活用を検討する中で、

森林クレジット創出への関心は高まっている。 

このような中で、1 件、具体的にプロジェクト登録の準備が進んだ。森林の規模要件が

まず参入障壁となっているほか、再エネ・省エネクレジットと比較すると、より長い期間

でのクレジット創出を実施するプロジェクトとなるため、前述の売り先、価格設定の課題

解決が一層重要となる。加えて、ヒアリングの中では、森林管理の担い手不足、書類・デ

ータ管理等の課題も出てきている。担い手不足については、継続的な売り先の確約等によ

り、森林管理の計画を立てやすくしていくことで解決できる部分がないか探っているとこ

ろである、とのことだった。 

また、森林プロジェクトでは、プロジェクト計画書作成やモニタリングに必要となるデ

ータが多く、他のプロジェクトと比較すると労力も大きいことが、支援を通しても実感さ

れたところである。このため、人員リソース不足の深刻化が進んでいる森林組合や自治体

が自らプロジェクト計画書を作成することは、かなり厳しい状況であると感じた。プロジ

ェクト登録、認証手続きをスムーズに自走していけるよう、自治体と企業の連携を図って

いくことで解決できている事例もあることから、一層の活用促進に向け、事例を周知する
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などが期待される。 

森林プロジェクトの発掘に向けては、引き続き、森林の活用のあり方等の幅広い観点で

説明、ヒアリングを実施しつつ、J-クレジット制度の活用による課題解決の糸口がないか

探っていくことが必要であると考える。 

 

また、提案を通じた意見交換の中では、金融機関や自治体の担当者から、環境価値の二

重計上に関する質問を受けることが多かった。自分で創出したクレジットを自分で使用す

るとどうなるのか（自己オフセット）、自社で創出したクレジットを別のクレジットと交

換して自社のオフセットに利用する場合はどうなるのか、などである。 

とりまとめ段階においてはそのような二重計上がないよう整理をしている旨をお伝えし

ているものの、こうした課題に十分な理解を得られるまでに時間を要する。また、特に金

融機関では組織内への制度の理解浸透に苦慮し、SDGs 関係の担当者の負担となっているこ

とや、事業者等の J-クレジットへの関心の高まりから、制度の説明を求められる機会が多

くなっているため、知見を十分に持った職員の育成が課題となっているなどの意見があっ

た。 

こうした中、環境価値の計上に関する説明や実施可能なオフセットのケースについて、

金融機関側では明確な説明資料の準備が困難であることが、制度参画の障壁となっている

状況が想定される。実態として今回、プログラム型プロジェクトや活用の検討に際し、こ

のような懸念がまだ拭い切れないことや、銀行員のリソースが足りないことが、いくつか

の金融機関で、担当者の参画意向はあるものの検討が進まない要因となっている。 

J-クレジット制度の普及に向けては、参画検討者の負担を軽減するためにも、汎用可能

な二重計上に関する説明資料、オフセットに関するガイドライン整備も有用であると考え

ている。 


